
 

小浜市自主防災組織等活動支援事業補助金交付要綱 

 

（通則） 

第１条　小浜市自主防災組織等活動支援事業補助金（以下「補助金」という。）

の交付については、小浜市補助金等交付規則（昭和５６年小浜市規則第２２

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところに

よる。 

（目的） 

第２条　補助金は、自主防災組織および各地区の自主防災活動に要する経費の

一部を補助することにより、地域防災力の向上を図ることを目的とする。 

（補助対象者） 

第３条　補助金の交付の対象となるものは、自主防災組織（小浜市自主防災組

織の育成に関する要綱（平成１７年７月１５日施行。以下「育成に関する要

綱」という。）第６条の規定により登録されたものをいう。）および地区区長

会（以下「自主防災組織等」という。）とする。ただし、別表第１に掲げる補

助対象経費のうち、「自主防災組織の設立に係る経費」については、育成に関

する要綱第６条の規定に基づいて登録される見込みがあり、実績報告時に登

録が確認できる自主防災組織を交付の対象とする。 

（補助対象事業等） 

第４条　補助金の交付対象となる事業は、自主防災組織等が行う防災活動に関

する事業（以下「補助対象事業」という。）とし、補助対象経費は、別表第１

に掲げるものとする。 

２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助対

象事業としない。 

(1) 市から他の補助金等の交付を受けている事業または市から補助金等の交

付を受けている団体から補助金等の交付を受けている事業 

(2) 営利を目的とする事業 

(3) 政治的活動または宗教的活動を目的とする事業 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める事業 

（補助金額等） 



 

第５条　自主防災組織等１団体当たりの補助金額は、予算の範囲内において、

別表第１に掲げる補助率および限度額に基づいて算出する。 

２　前項の規定により算出した金額に１，０００円未満の端数があるときは、

その端数を切り捨てた額を補助金額とする。 

３　この補助事業により補助金の交付を受けた自主防災組織等は、同一年度内

において、再度この補助事業により補助金の交付を受けることができない。

ただし、別表第１に掲げる補助対象経費のうち、「自主防災組織の設立に係る

経費」については、それ以外の補助対象経費とは別に交付を受けることが出

来る。 

（補助事業の内容もしくは経費の配分の変更または中止もしくは廃止） 

第６条　補助事業者は、補助事業の内容もしくは経費の配分の変更（軽微な変

更を除く。）または中止もしくは廃止（以下「内容変更等」という。）しよう

とするときは、補助事業内容変更等承認申請書（様式第１号）を市長に提出

して承認を受けなければならない。 

　（内容変更等の承認の決定） 

第７条　市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類

の審査および必要に応じて行う現地調査等により、当該申請が規則、この要

綱および予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的および

内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、

内容変更等の承認をすることができる。 

２　前項の内容変更等の承認を決定したときは、すみやかに補助事業者に小浜

市自主防災組織等活動支援事業内容変更承認通知書（様式第２号）により通

知するものするものとする。 

（確定通知書） 

第８条　規則第１２条に規定する補助金確定通知書の様式は、様式第３号とす

る。 

（請求書） 

第９条　規則第１４条第２項に規定する補助金請求書の様式は、様式第４号と

する。　 

 



 

（補助金に係る経理） 

第１０条　補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にし

た証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する

会計年度の終了後５年間保存しなければならない。 

（その他） 

第１１条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附　則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附　則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附　則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

　　附　則 

この要綱は、令和４年１１月１日から施行する。 

附　則 

この要綱は、令和５年７月１１日から施行する。 

附　則 

この要綱は、令和６年３月２９日から施行する。 

附　則 

この要綱は、令和７年３月２８日から施行する。 

　　附　則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



 

別表第１（第４条関係） 

 交付対象 補助対象経費 補助率（額） 限度額

 

区自主防

災組織

自主防災組織の設立に

係る経費

設立時に必要となる会議

費、事務用品等(補助期間

は、組織設立日から１年以

内とし、補助は１組織１回

限りとする。)

全額 ２万円

 

防災マップ

または個別

避難計画に

関連した右

記の経費

防災訓練に

係 る 経 費

（各区の組

織で実施す

るもの）

訓練資料等印刷代、訓練用

資材費、任意保険加入費、

講師謝礼代、燃料、お茶代

等（※弁当・ジュース類・

アルコール類などは対象

外）

１／３ 
※ただし、防

災マップまた

は個別避難計

画を作成して

いる組織に限

る（申請時に

確認）

区の世帯数

に応じた下

記の額 

 

50 世帯未満　  

３万円 

 

50 世帯以上

100 世帯未満 

４万円 

 

100 世帯以上 

200 世帯未満 

６万円 

 

200 世帯以上 

８万円 

 

防災意識の

啓発に係る

経費

防災マップ印刷代・パンフ

レット等の作成費または

購入費、防災に係る看板・

避難路案内標識等の作

成・設置費、防災研修会等

の資料印刷費、講師謝礼等

 

防 災 資 機

材・備蓄品

の整備に係

る経費

防災資機材（テント・簡易

トイレ・ヘルメット、懐中

電灯等） 

備蓄品（保存水、非常食、

携帯トイレ等）

１／２ 
※ただし、防

災マップまた

は個別避難計

画を作成して

いる組織に限

る（申請時に

確認）

 

防災士資格取得に係る経

費

防災士資格取得費用のう

ち、自己負担分（手数料、

交通費等は除く）

１／３



 

注１　自主防災組織を交付対象とする補助対象経費のうち、「防災訓練に係る経費（各区の組 

織で実施するもの）」、「防災意識の啓発に係る経費」および「防災資機材・備蓄品の整 

備に係る経費」については、防災マップまたは個別避難計画に関連して実施した経費を 

対象とし、避難行動要支援者含む要配慮者に考慮したものとする。 

注２　防災マップとは、避難経路や避難場所、防災施設などの避難情報を明確にしたマップ

のことをさし、市が支援して作成したもののほか、区独自で作成したものをいう。ま

た、年度内に防災マップを作成見込みの区においても、完成見込みのマップをもって

防災マップを作成しているものとみなし、申請を受け付ける。ただし、実績報告時に

は作成した防災マップを提出するものとする。 

注３　個別避難計画とは、災害対策基本法第４９条の１４に規定する計画をいう。 

注４　各区の自主防災組織の世帯数は、事業実施年度の４月１日現在の世帯数または自主防 

 

地区区長

会または

地区自主

防災組織

自主防災組織の設立に

係る経費

設立時に必要となる会議

費、事務用品等(補助期間

は、組織設立日から１年以

内とし、補助は１組織１回

限りとする。)

全額 ２万円

 

防災訓練に係る経費（地

区区長会または地区自主

防災組織が地区で実施す

るもの）

訓練資料等印刷代、訓練用

資材費、任意保険加入費、

講師謝礼代、燃料、お茶代

等（※弁当・ジュース類・

アルコール類などは対象

外）
１／３ 

５万円

 

防災意識の啓発に係る経

費

防災マップ印刷代・パンフ

レット等の作成費または

購入費、防災に係る看板・

避難路案内標識等の作

成・設置費、防災研修会等

の資料印刷費、講師謝礼等

 

防災資機材・備蓄品の整

備に係る経費

防災資機材（テント・簡易

トイレ・ヘルメット、懐中

電灯等） 

備蓄品（保存水、非常食、

携帯トイレ等）

１／２

 
防災士資格取得に係る経

費

防災士資格取得費用のう

ち、自己負担分（手数料、

交通費等は除く）

１／３



 

災組織登録申請書もしくは自主防災組織変更届に記載された世帯数のうちいずれか少 

ない世帯数とする。 

注５　地区区長会および地区自主防災組織を補助対象事業者として交付する場合は、地区全 

域に対して実施する事業を対象として交付するものとし、特定の区や組織に対して実施 

する事業は交付の対象とならない。 

注６　地区区長会および地区自主防災組織が補助対象事業者として、防災資機材・備蓄品の

整備に係る経費について補助申請をしようとする場合に、同地区内の各区の自主防災

組織のいずれかの団体が、同年度内に防災資機材・自主防災備蓄品の整備に係る経費

について補助申請するときは、地区区長会および地区自主防災組織に係る経費は補助

対象とならない。 

注７　限度額の列に記載する額は、補助金の交付を受けようとする自主防災組織等が、１年 

度に受けることのできる補助金の限度額とする。よって、１年度に１項目に係る補助 

金の交付を受ける場合であっても、１年度に複数の項目に係る補助金の交付を受ける 

場合であっても交付を受ける補助金の限度額は同額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第１号（第６条関係） 

　　年　　月　　日 

 

小浜市長　　　　　　　様　 

 

住　　　　　所　　 

自主防災組織等名 

代表者職・氏名　　　　　　　　　　　　　　　　 

代表者電話番号　　　　　　－　　　　－　　　　 

 

補助事業内容変更等承認申請書 

 

　　年　　月　　日付け小浜市指令　第　　号で交付決定の通知を受けた小浜市自主防災

組織等活動支援事業補助金について、下記のとおり補助事業の内容変更等をしたいので、小

浜市自主防災組織等活動支援事業補助金交付要綱第６条に規定により、次のとおり承認申請

します。 

記 

 

 承認申請区分 内容変更　・　経費の配分変更　・　中止　・　廃止

 上記理由

 上記内容 内容

 補助金申請額 

 添付書類 ・事業計画書および収支予算書 

・



 

様式第２号（第７条関係） 

浜 第 号 

年　月　日 

 

様 

 

 

小浜市長 

 

 

小浜市自主防災組織等活動支援事業内容変更承認通知書 

 

 

年　　月　　日付け小浜市指令　第　号で交付決定した小浜市自主防災組織等活動支援

事業補助金について、　　　年　　月　　日付けの補助事業内容変更等承認申請書に基づき、

変更を承認いたしましたので通知します。 

 

 

 



 

様式第３号（第８条関係） 

浜　　第　　　　　　号 

　　年　　月　　日 

 

　様　 

 

 

小浜市長　　 

 

 

小浜市自主防災組織等活動支援事業補助金確定通知書 

 

 

　　年　　月　　日付け小浜市指令  第   号で交付決定した小浜市自主防災組織等活動

支援事業補助金について、　　　　年　　月　　日付けの実績報告に基づき、下記のとおり

補助金額を確定しましたので通知します。 

 

 

記 

　 

　１　補助金交付決定額　　　金　　　　　　円 

 

　２　補助金確定額　　　　　金　　　　　　円 



 

様式第４号（第９条関係） 

　　年　　月　　日 

 

小浜市長　　　　　　　様　 

 

住　　　　　所　　 

自主防災組織等名 

代表者職・氏名　　　　　　　　　　　　　　　　 

代表者電話番号　　　　　　－　　　　－　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　担 当 者 名 

　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者連絡先　　　　　　－　　　　－ 

 

小浜市自主防災組織等活動支援事業補助金交付請求書 

 

　　年　　月　　日付けで（小浜市指令  第   号で交付決定、または浜  第   号で確定）

通知のあった小浜市自主防災組織等活動支援事業補助金について、下記のとおり請求します。 

 

 

記 

 

 

 
１　請求金額 金　　　　　　円

 

２　振 込 先

金融機関

 
支店等名

 
口座種別 普通　　・　　当座

 
口座番号

 
フリガナ

 
口座名義人

 
３　添付書類

・交付指令書または確定通知書の写し 

・振込先の通帳の写し


